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駒澤法学第７巻１号

大
東
亜
戦
争
と
知
識
人

㈥

昭
和
前
期
の
政
治
学

大

塚

桂

一

問
題
の
所
在

二

学
問
の
自
由
と
国
家
権
力（
以
上
第
五
巻
第
四
号
）

三

日
本
主
義
社
会
学

四

日
本
主
義
哲
学
（
以
上
第
六
巻
第
一
号
）

五

日
本
主
義
経
済
学

六

日
本
主
義
法
学
（
以
上
第
六
巻
第
二
号
）

七

国
体
・
高
度
国
防
国
家
（
以
上
第
六
巻
第
三
号
）

八

日
本
主
義
政
治
学

九

国
体
学
（
以
上
第
六
巻
第
四
号
）

一
〇

ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
変
容

一
〇

ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
変
容

⑴

学
界
動
向

大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
期
に
は
、
吉
野
作
造
や
美
濃
部
達
吉
ら
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
立
憲
主
義
、
民
主
主
義
が
高
唱
さ
れ
た
。
昭
和

前
期
（
昭
和
一
五
年
ま
で
）
に
は
、
こ
の
よ
う
な
時
代
背
景
の
も
と
、
政
治
学
の
基
礎
的
な
研
究
が
量
産
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
は
、
質
量
と
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も
に
充
実
し
て
い
た
。
例
え
ば
、

蝋
山
政
道
『
政
治
学
の
任
務
と
対
象
』（
一
九
二
五
年
）

高
橋
清
吾
『
現
代
政
治
の
科
学
的
観
測
』（
一
九
二
六
年
）

山
田
止
戈
三
『
政
治
研
究
』（
一
九
二
六
年
）

今
中
次
麿
『
政
治
思
想
史
（
上
巻
）』（
一
九
二
七
年
）

市
村
今
朝
蔵
『
近
世
政
治
思
想
史
』（
一
九
二
七
年
）

今
中
次
麿
『
政
治
学
要
論
』（
一
九
二
八
年
）

今
中
次
麿
『
政
治
に
於
け
る
方
法
二
元
論
』（
一
九
二
八
年
）

占
部
百
太
郎
『
英
国
政
治
制
度
論
』（
一
九
二
八
年
）

村
瀬
武
比
古
『
政
治
学
史
概
説
』（
一
九
二
九
年
）

な
ど
の
業
績
が
刊
行
さ
れ
た
。
蝋
山
な
ら
び
に
今
中
の
著
書
は
新
カ
ン
ト
学
派
の
影
響
の
も
と
、
政
治
学
の
学
的
な
自
立
を
は
か
っ
た

点
で
政
治
学
史
上
特
筆
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
高
橋
の
業
績
は
、
日
本
に
お
け
る
実
証
主
義
的
政
治
学
、
政
治
過
程
論
の
先

駆
的
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

昭
和
四
（
一
九
二
九
）－

五
（
一
九
三
〇
）
年
の
時
期
は
、
政
治
学
に
あ
っ
て
タ
ー
ニ
ン
グ
・
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
政
治
学

の
体
系
化
が
こ
こ
ろ
み
ら
れ
、
各
種
の
全
集
が
企
画
出
版
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
日
本
評
論
社
か
ら
は
、
現
代
政
治
学
全
集
が
刊
行
さ

れ
た
。
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第
一
巻

戸
沢
鉄
彦
『
政
治
学
概
論
』

第
二
巻

五
来
欣
造
『
政
治
思
想
』

第
三
巻

未
刊

第
四
巻

今
中
次
麿
『
政
治
学
説
史
』

第
五
巻

未
刊

第
六
巻

尾
佐
竹
猛
『
日
本
憲
政
史
』

第
七
巻

美
濃
部
達
吉
『
議
会
制
度
論
』

第
八
巻

森
口
繁
治
『
選
挙
制
度
論
』

第
九
巻

蝋
山
政
道
『
行
政
組
織
論
』

第
一
〇
巻

高
橋
清
吾
『
現
代
の
政
党
』

第
一
一
巻

蝋
山
政
道
『
無
産
政
党
論
』

第
一
二
巻

渡
辺
宗
太
郎
『
自
治
制
度
論
』

第
一
三
巻

信
夫
淳
平
『
近
世
外
交
史
』

第
一
四
巻

未
刊

第
一
五
巻

河
村
又
介
『
直
接
民
主
政
治
』

第
一
六
巻

堀
真
琴
『
現
代
独
裁
政
治
論
』
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あ
る
い
は
ま
た
、
昭
和
書
房
か
ら
は
堀
真
琴
編
の
現
代
日
本
政
治
講
座
が
刊
行
さ
れ
た
。

第
一
巻

『
現
代
政
治
の
展
開
過
程
』

第
二
巻

『
現
代
政
治
の
革
新
論
』

第
三
巻

『
現
代
政
治
機
構
の
分
析
』

第
四
巻

『
現
代
政
治
勢
力
の
分
析
』

第
五
巻

『
現
代
政
治
体
制
の
再
組
織
論
』

第
六
巻

『
現
代
政
治
の
課
題
』

こ
の
よ
う
に
、
現
代
政
治
学
へ
の
取
り
組
み
が
当
時
に
あ
っ
て
第
一
線
に
た
つ
政
治
学
、
法
学
研
究
者
た
ち
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ

て
い
た
。
い
ず
れ
の
全
集
も
、
当
時
に
お
け
る
政
治
学
の
学
界
水
準
を
知
る
う
え
で
貴
重
で
あ
る
。
総
じ
て
、
政
治
学
者
た
ち
の
西
欧

政
治
理
論
の
理
解
と
摂
取
が
的
確
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
日
本
に
お
い
て
立
憲
主
義
、
民
主
主
義
、
自
由
主
義
を
定
着
さ
せ
る
べ
く

取
り
組
ん
で
い
た
の
が
手
に
と
る
よ
う
に
わ
か
る
。
た
だ
、
同
全
集
に
無
産
政
党
や
独
裁
論
な
ど
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、

そ
の
後
の
日
本
政
治
の
行
方
を
暗
示
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

共
産
主
義
や
社
会
主
義
へ
の
批
判
論
が
み
え
は
じ
め
て
く
る
の
も
、
こ
の
時
期
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
藤
沢
親
雄
『
共
産
主
義
の

排
撃
』
が
出
た
の
は
、
一
九
二
九
（
昭
和
四
）
年
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
一
方
で
フ
ァ
シ
ズ
ム
批
判
も
み
え
て
く
る
。
た
と
え
ば
、
今
中

次
麿
『
独
裁
政
治
論
叢
書
（
全
四
巻
）』（
一
九
三
二
年
）
が
刊
行
さ
れ
た
。
と
同
時
に
、
長
谷
川
如
是
閑
『
日
本
フ
ァ
シ
ズ
ム
批
判
』（
一

九
三
一
年
）、
具
島
兼
三
郎
『
フ
ァ
シ
ス
ト
国
家
論
』（
一
九
三
三
年
）、
河
合
栄
治
郎
『
フ
ァ
シ
ズ
ム
批
判
』（
一
九
三
四
年
）
な
ど
が
め
ぼ
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し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

総
じ
て
、
大
正
期
か
ら
昭
和
前
期
に
あ
っ
て
、
政
治
学
は
き
わ
め
て
健
全
な
発
展
を
遂
げ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

美
濃
部
天
皇
機
関
説
事
件
後
、
国
体
明
徴
声
明
が
だ
さ
れ
る
と
、
国
家
を
主
題
と
す
る
研
究
が
世
に
問
わ
れ
る
。
ま
だ
こ
の
段
階
で
は
、

時
流
に
乗
る
の
で
は
な
く
、
純
粋
学
術
的
な
研
究
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
高
田
保
馬『
国
家
と
階
級
』（
一
九
三
四
年
）、
京
城
帝
国
大

学
『
国
家
の
研
究
』（
一
九
三
四
年
）、
原
田
鋼
『
欧
米
に
於
け
る
主
権
概
念
の
歴
史
及
再
構
成
』（
一
九
三
四
年
）、
作
田
荘
一
『
国
家
論
』

（
一
九
三
五
年
）、
尾
高
朝
雄
『
国
家
構
造
論
』（
一
九
三
六
年
）
な
ど
で
あ
る
。
欧
米
の
政
治
理
論
に
依
拠
し
た
国
家
研
究
と
は
別
に
、
日

本
主
義
政
治
学
へ
の
取
り
組
み
が
な
さ
れ
て
く
る
の
も
こ
の
時
期
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
佐
治
謙
譲
『
国
家
法
人
説
の
崩
壊
』（
一
九

三
五
年
）、
藤
沢
親
雄
『
日
本
民
族
の
政
治
学
』（
一
九
三
七
年
）、
藤
沢
親
雄
・
大
串
兎
代
夫
『
日
本
国
家
学
』（
一
九
三
七
年
）
な
ど
で
あ
っ

た
。
日
本
主
義
政
治
学
の
嚆
矢
で
あ
る
。
さ
し
あ
た
っ
て
、
代
表
的
な
著
書
を
な
が
め
て
み
た
い
。

⑵

佐
治
謙
譲

佐
治
謙
譲
は
『
国
家
法
人
説
の
崩
壊
』（
一
九
三
五
年
）を
著
し
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
天
皇
機
関
説
問
題
を
め
ぐ
っ
て
の
議
論

と
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
美
濃
部
達
吉
が
理
論
的
な
根
拠
と
し
て
い
る
国
家
法
人
説
を
批
判
的
に
と
ら
え
て
い
る
。

「
イ
エ
リ
ネ
ッ
ク
の
徹
底
的
個
人
主
義
国
家
観
は
、
独
逸
十
九
世
紀
後
半
の
個
人
主
義
的
地
盤
の
国
家
論
的
表
現
に
外
な
ら
ぬ
。

国
家
法
人
説
は
畢
境
十
九
世
紀
の
児
で

（
１
）

あ
る
。」

「
国
家
法
人
説
は
実
に
、
他
の
法
律
学
上
の
概
念
と
同
じ
く
歴
史
的
範
疇
で
あ
る
。
永
遠
の
存
在
を
要
求
し
得
べ
き
も
の
で
は

（
２
）

な
い
。」
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佐
治
は
、
国
家
有
機
体
説
の
立
場
で
あ
る
と
同
時
に
、
国
家
に
生
命
が
宿
る
と
の
見
解
を
示
す
。

「
凡
そ
国
家
は
一
所
に
停
止
す
る
も
の
に
非
ず
し
て
、
流
動
し
て
止
ま
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
国
家
の
み
な
ら
ず
凡
有
る
事
物
は
流

動
発
展
す
る
の
が
そ
の
本
質
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
、
生
命
が
有
る
と
言
つ
て
も
宜
か
ら
う
。
恰
も
有
機
体
の
如
く
に
生
長
発
展
す

る
の
が
、
国
家
の
本
質
に
属

（
３
）

す
る
。」

い
ず
れ
に
せ
よ
、
一
九
世
紀
的
な
国
家
理
論
に
は
有
効
性
に
限
界
が
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
二
〇
世
紀
に
お
け
る
ド
イ
ツ
国
家
理
論
と

は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
指
導
者F

u
h
rer

な
る
概
念
は
、
国
家
人
格
な
る
概
念
と
は
両
立
し
得
な
い
。
指
導
者
は
常
に
共
同
社
会
の
上
に
成
り
立
つ
。
国

家
人
格
説
は
個
人
と
し
て
の
指
導
者
を
把
握
し
、
斯
く
し
て
必
然
的
に
、
指
導
者
を
人
格
化
せ
ら
れ
た
る
国
家
の
機
関
た
ら
し
め
な

け
れ
ば
已
ま
ぬ
。
…
…
国
家
の
法
人
格
な
る
概
念
は
、
国
民
共
同
社
会
な
る
概
念
と
は
両
立
し

（
４
）

な
い
。」

佐
治
は
指
導
者
原
理
に
注
目
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
イ
エ
リ
ネ
ッ
ク＝

美
濃
部
学
説
の
問
題
点
は
、
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

佐
治
は
、
イ
エ
リ
ネ
ッ
ク
理
論
を「
無
条
件
に
日
本
国
家
の
説
明
に
用
ふ
る
こ
と
の
背
理
、
多
く
論
ぜ
ず
し
て
明
か
で
あ

（
５
）

ら
う
」、
と
い

う
。
佐
治
は
、
次
の
よ
う
に
事
態
の
流
れ
を
整
理
し
て
い
る
。

「
抑
々
美
濃
部
憲
法
（
主
と
し
て
国
家
法
人
説
及
び
天
皇
機
関
説
を
指
す
）
は
、
日
本
資
本
主
義
、
日
本
議
会
主
義
と
並
行
し
て
登
場

し
来
た
の
で
あ
る
。
是
れ
、
万
人
の
認
む
る
所
だ
。
美
濃
部
憲
法
に
内
在
す
る
自
由
主
義
は
、
日
本
社
会
の
主
流
た
り
し
自
由
主
義

の
波
に
乗
つ
て
、
奔
馬
の
勢
を
以
て
奔
逸
し
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
五
・
一
五
事
件
以
来
、
協
力
内
閣
て
ふ
独
裁
的
政
治
形
態
現
は

れ
、
対
外
的
統
制
主
義
行
は
れ
、
日
本
社
会
は
挙
げ
て
統
制
主
義
が
主
流
勢
力
と
な
り
、
個
人
主
義
的
・
利
己
的
人
間
結
合
よ
り
も

一
体
感
の
事
実
が
前
景
に
現
は
れ
て
き
た
。
是
れ
…
…
日
本
民
族
が
国
初
以
来
一
貫
し
て
有
す
る
所
の
共
同
社
会
性
が
、
雲
霧
を
開
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い
て
顕
現
し
て
来
た
の
だ
。
自
由
主
義
に
依
つ
て
栄
え
た
者
は
自
由
主
義
の
没
落
と
共
に
、
同
一
運
命
を
担
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
是
れ
、

厳
然
た
る
社
会
法
則
で

（
６
）

あ
る
。」

美
濃
部
問
題
以
後
、
日
本
主
義
的
傾
向
が
顕
著
に
な
っ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。「
日
本
国
家
学
は
独
逸
国
家
学
に
依
り
て
攪
乱
せ
ら
れ

て
い
る
が
、
特
に
イ
エ
リ
ネ
ツ
ク
の
独
逸
流
の
個
人
主
義
国
家
観
に
依
り
て
攪
乱
せ
ら
れ
て

（
７
）

い
る
」
こ
と
を
脱
し
て
、
全
体
主
義
傾
向

が
強
化
さ
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
日
本
の
基
礎
社
会
は
、
民
族
共
同
社
会
の
古
今
に
亘
る
一
貫
的
発
展
で
あ
る
。
階
級
は
あ
る
。
然
れ
ど
も
、
是
れ
民
族
共
同
社

会
の
基
礎
の
上
に
在
る
第
二
次
的
構
造
た
る
の
み
。
現
代
に
於
て
は
、
資
本
家
階
級
あ
り
、
資
本
主
義
あ
り
、
然
れ
ど
も
資
本
家
も

被
支
配
階
級
も
共
に
、
日
本
民
族
の
一
員
で
あ
り
、
日
本
民
族
共
同
社
会
に
そ
の
根
を
下
し
て
い
る
。
ゆ
え
に
日
本
社
会
は
、
全
体

主
義
が
支
配
的
な
る
こ
と
を

（
８
）

知
る
。」

日
本
精
神
は
歴
史
か
ら
学
ば
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
佐
治
は
考
え
る
。

「
天
皇
は
日
本
国
家
建
国
以
来
亦
終
始
一
貫
、
統
治
権
の
主
体
な
り
し
こ
と
、
日
本
歴
史
を
回
顧
し
て
明
か
な
る
所
で
あ
る
。
而

も
万
世
一
系
の
皇
統
が
国
家
統
治
の
大
権
の
主
体
で
あ
つ
た
の
で

（
９
）

あ
る
。」

と
な
る
と
、

「
我
が
国
の
立
憲
政
治
の
採
用
が
天
皇
親
政
の
実
を
益
々
挙
げ
、
臣
民
翼
賛
の
道
を
拡
大
す
る
に
あ
る
が
ゆ
え
に
、
我
が
立
憲
政

治
は
君
主
と
人
民
と
の
対
立
関
係
を
表
現
す
る
も
の
に
非
ず
、
む
し
ろ
君
民
一
体
た
る
の
表
現
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
個
人
主
義
国
家

観
た
る
国
家
法
人
説
の
余
地
は
存
し

（
10
）

な
い
。」

と
の
見
解
が
導
か
れ
て
く
る
。
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つ
づ
い
て
、
佐
治
は
『
日
本
学
と
し
て
の
日
本
国
家
学
』（
一
九
三
八
年
）
に
あ
っ
て
我
が
国
に
お
け
る
政
治
シ
ス
テ
ム
に
言
及
す
る
。

さ
ら
に
日
本
主
義
の
色
合
が
濃
く
な
っ
て
き
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

ま
ず
、
日
本
は
民
族
共
同
社
会
で
あ
る
、
と
佐
治
は
理
解
し
て
い
る
。

「
日
本
国
家
の
根
本
型
は
利
益
社
会
的
結
合
に
非
ず
し
て
、
日
本
民
族
共
同
社
会
で

（
11
）

あ
る
。」

佐
治
は
、
国
家＝
社
会
と
の
認
識
に
あ
る
の
で
、

「
日
本
民
族
社
会
即
日
本
国
家
で
あ
る
。
ゆ
え
に
日
本
国
家
の
根
本
型
は
、
日
本
全
体
国
家
で

（
12
）

あ
る
。」

と
の
見
解
が
示
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
佐
治
は
家
族
国
家
論
を
展
開
す
る
。

「
日
本
人
は
、
日
本
は
皇
室
を
宗
家
と
す
る
一
大
家
族
な
り
、
と
の
信
仰
に
生
き
て

（
13
）

い
る
。」

国
家＝

社
会＝

家
族
国
家
の
中
心
に
、
天
皇
が
位
置
す
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

「
日
本
民
族
共
同
社
会
は
、
統
治
（
輔
翼
）
者
被
治
者
両
階
級
の

天
皇
へ
の
中
心
帰
一
に
依
り
て
生
じ
た
る
も
の
に
し
て
、
天
皇

は
実
に
、
そ
の
全
体
の
具
体
的
中
心
に
在
は
し
、
全
体
の
御
創
造
者
で
あ
り
、
全
体
の
御
具
現
者
で
あ
る
。
天
皇
な
か
り
せ
ば
利
益

社
会
は
生
ず
る
も
、
日
本
民
族
共
同
社
会
は
成
立
せ
ざ
る
べ
く
こ
の
意
味
に
於
て
、
天
皇
即
ち
日
本
民
族
共
同
社
会
で

（
14
）

あ
る
。」

「
天
皇
は
本
来
超
階
級
的
御
存
在
で

（
15
）

あ
る
。」

佐
治
は
、「
大
日
本
帝
国
の
法
律
学
的
国
家
概
念
は
、
国
家
法
人
説
若
し
く
は
天
皇
機
関
説
に
は
非
ず
し
て
、
天
皇
主
権
説
こ
そ
正
当

（
16
）

な
り
」、
と
し
、
最
終
的
に
は
美
濃
部
学
説
を
排
斥
す
る
に
至
っ
た
。

ち
な
み
に
、
佐
治
は
革
新
運
動
や
皇
道
派
に
関
し
て
、
か
な
り
同
感
を
み
せ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
発
言
で
あ
る
。

「
支
配
階
級
を
し
て
政
治
的
経
済
的
国
体
観
念
を
反
省
せ
し
め
、
日
本
全
体
国
家
意
識
を
よ
り
鮮
明
に
復
活
強
化
せ
し
め
、
日
本
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全
体
国
家
確
立
に
駆
り
立
て
る
こ
と
が
皇
室
維
新
原
理
で
あ
る
。
従
つ
て
日
本
に
於
け
る
思
想
運
動
は
、
革
新
の
担
当
者
に
対
し
て

日
本
全
体
国
家
意
識
を
鼓
吹
す
る
の
み
な
ら
ず
、
実
に
支
配
階
級
に
対
し
て
日
本
全
体
国
家
へ
の
復
活
強
化
及
び
実
現
を
要
請
す
る

の
任
務
を
有

（
17
）

す
る
。」

「
日
本
国
家
の
利
益
社
会
化
が
そ
の
極
に
達
す
れ
ば
、
常
に
革
新
運
動
が
起
る
。
…
…
昭
和
七
年
春
の
血
盟
団
事
件
、
同
年
五
・

一
五
事
件
及
び
昭
和
十
一
年
二
・
二
六
事
件
等
は
、
吾
人
の
純
正
皇
道
維
新
原
理
に
よ
り
は
絶
対
に
取
ら
ざ
る
所
な
る
も
、
た
ヾ
国

体
の
重
大
な
る
一
点
に
於
て
皇
道
維
新
原
理
に
通
ず
る
故
に
、
日
本
の
政
治
を
革
新
的
方
向
に
導
く
一
契
機
を
な
し
た
の
で
あ
る
。

今
や
、
昭
和
維
新
は
日
支
戦
争
を
契
機
と
し
て
目
睫
の
間
に
迫
り
来
つ
た
。
真
の
皇
道
維
新
原
理
に
立
脚
し
た
る
革
新
団
体
こ
そ
、

昭
和
維
新
を
担
当
す
る
者
で

（
18
）

あ
る
。」

佐
治
は
、
日
本
独
自
の
国
家
学
の
構
築
の
必
要
性
を
痛
感
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
天
皇
を
中
心
と
し
た
日
本
民
族
共
同
国
家
社
会
を

構
想
し
て
い
た
。

⑶

村
瀬
武
比
古

明
大
の
村
瀬
は
国
家
主
義
的
傾
向
が
強
い
政
治
学
を
講
じ
て
い
た
。
村
瀬
に
は
、『
天
皇
政
治
論
』（
一
九
三
二
年
）の
著
書
が
あ
る
。

そ
こ
に
お
い
て
、
第
一
に
神
国
思
想
が
語
ら
れ
る
。

「
我
が
国
は
…
…
神
国
と
云
ふ
如
く
『
国
』
其
自
ら
が
神
で
あ
る
。
神
の
国
に
非
ず
し
て
国
即
ち
神
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
此

の
意
識
が
最
も
自
由
に
集
中
さ
れ
た
の
が
天
皇
で
あ
る
。
斯
く
て
神
と
国
と
天
皇
は
一
体
な
の
で

（
19
）

あ
る
。」

「
政
治
と
云
ふ
一
個
の
文
化
的
現
象
が
国
家
の
歴
史
と
無
関
係
で
あ
り
得
な
い
以
上
、
我
国
の
政
治
も
『
日
本
の
歴
史
と
云
ふ
意
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味
』
に
依
つ
て
存
在
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
其
の
統
一
原
理
は
天
皇
に
帰
せ
ら
れ
ね
ば
な

（
20
）

ら
ぬ
。」

「
我
国
の
皇
統
は
連
続
的
な
る
も
の
に
非
ず
し
て
、
一
個
の
継
続
体
で
あ
る
。
自
然
人
と
し
て
の
天
皇
は
一
定
の
時
間
内
に
有
限

的
生
命
を
有
し
、
一
個
の
連
続
体
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
が
、
日
本
帝
国
の
存
在
理
由
と
し
て
の
天
皇
は
無
限
の
時
間
と
倶
に
悠
久

に
し
て
、
即
ち
其
は
窮
み
無
く
継
続
す
る
の
で
あ
る
。
…
…
我
国
に
政
治
が
存
在
す
る
限
り
、
天
皇
は
永
久
の
存
在
で
あ
ら
ね
ば
な

ら
ぬ
。
…
…
天
皇
は
最
高
道
徳
の
実
現
体
と
し
て
の
存
在
を
所
有
し
て

（
21
）

い
る
。」

「
天
皇
は
我
国
の
歴
史
的
実
在
に
し
て
且
つ
休
む
時
な
き
最
高
普
遍
化
の
主
体
で

（
22
）

あ
る
。」

村
瀬
は
、
天
皇
と
国
民
と
の
関
係
を「
中
心
と
円
周
の
関
係
」と
み
る
。
彼
は
、「
天
皇
な
け
れ
ば
国
民
は
存
在
し
な
い
と
謂
ひ
得
る
。

…
…
天
皇
を
中
心
と
す
る
時
、
其
円
周
が
如
何
に
か
く
だ
い
さ
れ
る
と
も
、
即
ち
無
限
の
拡
大
に
於
て
も
、
天
皇
は
依
然
と
し
て
中
心

で
あ
つ
て
、
其
の
位
置
は
不
変
な
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
日
本
国
家
国
民
の
中
心
は
天
皇
に
於
て
存
在
す
る
。
一
切
の
国
家
的
事
業
将
た

国
民
的
行
為
は
天
皇
を
中
心
と
す
る
こ
と
に
於
て
意
義
を
有
つ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
中
心
た
る
天
皇
は
其
の
円
周
た
る
国
民
を
度
外

し
（
23
）

な
い
」、
と
説
明
し
て
い
る
。

天
皇
は
日
本
国
の
統
治
構
造
上
、
最
高
の
地
位
を
占
め
る
。

「
我
国
に
於
て
は
政
治
的
中
心
た
る
天
皇
を
し
て
最
高
唯
一
の
存
在
た
ら
し
む
る
条
件
と
し
て
、
其
の
統
制
権
の
絶
対
性
を
要
す

る
の
で
あ
る
。
之
れ
を
政
治
的
最
高
自
我
の
絶
対
性
と
称
ぶ
こ
と
が
出

（
24
）

来
る
。」

天
皇
は
絶
対
的
な
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
大
日
本
帝
国
憲
法
上
、
天
皇
に
こ
そ
最
高
統
治
権
が
帰
属
す
る
の
で
あ
る
し
、
機

能
し
う
る
わ
け
で
あ
る
。

「
日
本
帝
国
憲
法
活
動
の
原
理
は
天
皇
に
於
て
求
め
ら
れ
る
。
…
…
日
本
憲
法
が
…
…
日
本
の
歴
史
其
自
体
の
生
産
作
用
に
係
る
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も
の
で
あ
る
か
ら
、
…
…
歴
史
が
天
皇
て
ふ
道
徳
的
具
体
的
実
在
を
離
れ
て
認
識
し
得
べ
か
ら
ざ
る
以
上
、
帝
国
憲
法
も
亦
其
の
活

動
の
原
理
を
天
皇
に
於
て
見
出
さ
ざ
る
を
得
な
い
の
で

（
25
）

あ
る
。」

村
瀬
は
、「
私
を
以
て
我
国
に
於
け
る
主
権
の
存
在
に
就
て
言
は
し
む
れ
ば
、『
天
皇
は
主
権
を
有
す
』
即
ち
天
皇
は
主
権
者
な
の
で

（
26
）

あ
る
」、
と
断
言
し
て
い
る
。

第
二
に
、
村
瀬
は
政
党
機
関
説
と
で
も
い
う
べ
き
議
論
を
繰
り
広
げ
る
。

「
私
を
以
て
謂
は
し
む
れ
ば
、
我
国
の
立
憲
政
治
は
必
し
も
政
党
の
存
在
を
必
要
と
し

（
27
）

な
い
。」

「
政
党
と
し
言
は
ば
直
ぐ
さ
ま
立
憲
政
治
の
必
要
に
し
て
且
つ
十
分
な
る
唯
一
条
件
と
早
合
点
し
て
は
な
ら
な
い
の
で

（
28
）

あ
る
。」

大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
段
階
に
あ
っ
て
、
政
党
政
治
や
憲
政
の
常
道
論
が
脚
光
を
浴
び
た
。
し
か
し
、
現
代
に
あ
っ
て
は
政
党
や
議

会
は
堕
落
し
き
っ
て
い
る
と
村
瀬
は
認
識
し
て
い
る
。

「
事
態
は
立
憲
政
治
の
意
義
を
離
れ
て
、
党
政
が
全
く
公
的
存
在
の
価
値
を
消
滅
せ
ん
と
し
つ
ゝ
あ
る
こ
と
を
物
語
つ
て
を
る
。

換
言
す
れ
ば
、
現
代
日
本
の
政
党
は
個
人
的
自
利
を
基
準
と
し
て
構
成
さ
れ
た
る
一
個
の
団
体
に
し
て
、
毫
も
国
民
の
福
利
を
基
準

と
し
て
い
な
い
か
の
如
き
現
象
を
呈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
立
憲
政
治
に
欠
く
可
ら
ざ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
公
的
意
味
に

於
け
る
真
正
な
る
政
党
は
所
謂
自
利
的
政
党
に
堕
し
、
却
つ
て
此
の
存
在
に
依
つ
て
天
皇
主
権
の
活
動
を
妨
害
せ
ん
と
す
る
の
底
た

ら
く
な
の
で

（
29
）

あ
る
。」

村
瀬
は
、「
政
党
無

30
）

用
論
」
を
述
べ
る
。

「
帝
国
議
会
は
万
機
を
公
論

国
民
の
意
思
に
依
つ
て
決
す
る
所
な
の
だ
。
髄
つ
て
政
党
が
政
治
自
ら
の
立
場
に
依
つ
て
万
機

を
決
す
る
こ
と
は
断
じ
て
許
さ
れ
な
い
筈
で

（
31
）

あ
る
。」
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村
瀬
は
、
ど
の
よ
う
な
政
党
が
必
要
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
我
国
の
立
憲
君
主
政
体
は
天
皇
主
権
の
存
在
に
依
り
其
の
意
味
を
獲
得
し
て
を
る
の
で
あ
る
か
ら
、
天
皇
主
権
以
外
に
政
党
に

於
け
る
最
高
意
思
を
認
む
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
さ
れ
ば
政
党
は
此
の
最
高
意
思
活
動
の
補
助
力
で
あ
れ
ば
足
る
の
だ
。
即
ち
政
党

は
一
個
の
機
関
た
る
こ
と
以
上
に
出
て
は
な
ら
な
い
。
現
代
政
党
は
意
思
を
有
つ
て
は
な
ら
ぬ
。
若
し
其
が
意
思
を
有
せ
ん
か
、
立

憲
政
治
は
破
壊
さ
れ
る
の
で

（
32
）

あ
る
。」

村
瀬
は
、「
政
党
を
し
て
天
皇
主
権
の
決
定
に
依
る
機
関
た
ら
し
め
よ
。
否
な
政
党
は
機
関
で
あ
つ
て
こ
そ
存
在
の
意
味
が

（
33
）

あ
る
」と

し
、
天
皇
の
意
思
を
実
現
し
て
い
く
政
党
の
組
織
化
が
急
務
で
あ
る
と
の
結
論
に
達
す
る
の
で
あ
っ
た
。

⑷

五
来
欣
造

フ
ラ
ン
ス
社
会
連
帯
主
義
に
精
通
し
て
い
た
五
来
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
著
書
『
現
代
政
治
学
』（
一
九
三
八
年
）に
あ
っ
て
は
、
日
本

主
義
的
傾
向
が
顕
著
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
五
来
は
、

「
日
本
の
皇
室
は
…
…
即
ち
、
天
照
大
神
の
直
系
の
子
孫
で
あ
つ
て
、
そ
の
祖
先
は
神
で
あ
り
、
此
の
意
味
に
於
て
我
々
人
民
と

全
く
そ
の
種
類
を
異
に
す
る
。
其
処
に
は
何
等
哲
学
的
な
合
理
的
な
意
味
が
な
い
。
そ
れ
が
全
く
宗
教
的
な
る
性
質
の
も
の
で
あ
つ

て
、
或
る
意
味
に
於
て
一
種
の
神
政
治th

eo
cra

cy

で
あ
る
。
…
…
畢
境
日
本
の
皇
室
は
国
民
的
伝
説
の
結
晶
で

（
34
）

あ
る
。」

と
し
、
神
話
か
ら
皇
室
や
国
家
を
根
拠
付
け
た
。
さ
ら
に
、
現
代
に
あ
っ
て
は
、

「
我
が
国
の
現
状
も
亦
…
…
満
州
事
変
を
境
界
と
し
て
フ
ア
ツ
シ
ョ
時
代
に
入
り
、
斉
藤
内
閣
以
来
、
岡
田
内
閣
、
広
田
内
閣
、

林
内
閣
、
近
衛
内
閣
の
如
く
、
常
に
挙
国
一
致
内
閣
が
継
続
し
、
決
し
て
議
会
の
最
大
多
数
党
が
内
閣
を
組
織
し
得
な
い
と
い
ふ
の
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は
、
要
す
る
に
多
数
主
義
が
敗
北
し
て
全
体
主
義
が
勝
利
を
占
め
た
事
を
物
語
る
。
そ
れ
は
一
種
の
フ
ア
ツ
シ
ズ
ム
で
あ
る
こ
と
に

於
い
て
疑
を
挿
む
べ
き
余
地
が

（
35
）

な
い
。」

と
述
べ
、
全
体
主
義
体
制
で
あ
る
こ
と
を
明
言
し
た
。

⑸

蓑
田
胸
喜

大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
か
ら
国
家
主
義
へ
と
時
代
を
お
お
き
く
転
回
さ
せ
た
人
物
と
し
て
蓑
田
が
い
た
。
彼
は
、『
学
術
維
新
原
理
日
本

上
巻
』（
一
九
三
三
年
）
に
あ
っ
て
、
帝
国
大
学
批
判
、
自
由
主
義
批
判
を
徹
底
的
に
お
こ
な
っ
た
。
い
わ
ば
、
学
術
維
新
で
あ
る
。

「
昭
和
維
新
の
『
桜
田
門
の
変
』

五
・
一
五
事
件
を
心
魂
に
銘
し
て
、
い
ま
現
日
本
の
教
育
政
治
社
会
経
済
政
策
を
禊
祓
一

洗
す
る
、
明
治
維
新
を
補
足
成
就
す
べ
き
昭
和
維
新
断
行
の
生
命
原
理
は
、
こ
の『
天
地
も
う
ご
か
す
と
い
ふ
こ
と
の
ま
こ
と
の
道
』

で
あ
り
、
そ
の
前
衛
戦
は
『
す
な
ほ
に
て
を
ゝ
し
き
大
和
心
』
を
汚
染
侵
犯
せ
ん
と
す
る
日
本
精
神
日
本
国
体
の
生
命
の
敵
、
醜
き

汚
い
西
欧
誤
謬
偽
瞞
凶
激
思
想
に
対
す
る
『
学
術
革
命
』
の
遂
行
で
あ
り
、『
世
界
皇
化
』
の
先
決
与
件
と
し
て
の
日
本
皇
化
の
『
し

き
し
ま
の
み
ち
』
学
術
維
新
で

（
36
）

あ
る
。」

蓑
田
は
、
帝
国
大
学
に
お
け
る
「
文
学
部
思
想
的
社
会
的
無
力
と
無
哲
学
・
無
宗
教
・
無
芸
術
の
低
劣
誤
謬
学
風
の
集
結
と
も
い
ふ

べ
き
法
学
部
の
政
治
的
社
会
的
跋
扈
で
あ
る
。
故
に
教
育
思
想
対
策
の
確
立
、
昭
和
維
新
の
断
行
は
帝
国
大
学
の
こ
の
学
風
、
こ
の
学

風
よ
り
醸
成
せ
ら
れ
た
る
教
育
界
、
言
論
界
、
時
代
思
潮
の
根
本
的
革
新
、
即
ち
『
学
術
維
新
』
を
そ
の
眼
目
と
し
、
そ
の
契
機
原
動

力
た
ら
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で

（
37
）

あ
る
」、
と
東
京
帝
国
大
学
を
目
の
敵
に
す
る
。
帝
国
大
学
に
お
け
る
社
会
科
学
研
究
は
西
洋
学
説

の
祖
述
に
過
ぎ
ず
、
許
容
で
き
な
い
と
す
る
の
が
蓑
田
の
考
え
方
で
あ
る
。
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「
社
会
科
学
精
神
科
学
の
研
究
に
当
つ
て
、
わ
れ
ら
が
も
し
外
国
人
の
文
献
、
そ
の
思
想
学
説
か
ら
出
発
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

直
接
自
明
の
確
実
な
る
事
実
的
真
理
を
捨
て
ゝ
、
曖
昧
不
確
実
な
る
仮
定
理
論
を
研
究
の
基
礎
出
発
と
す
る
こ
と
ゝ
な
り
、
そ
の
上

に
立
つ
と
こ
ろ
の
全
研
究
全
理
論
は
砂
上
の
楼
閣
と
な
る
の
で
あ
る
。
…
…
わ
れ
ら
は
現
実
の
大
地
に
立
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
日
本
人

わ
れ
ら
の
立
つ
大
地
は
『
祖
国
日
本
』
で
あ
る
。
故
に
学
術
の
大
地
は
日
本
人
わ
れ
ら
に
と
つ
て
は
、
日
本
人
わ
れ
ら
に
と
つ
て
唯

一
無
二
の
第
一
事
実
、
わ
れ
ら
が
こ
の
豊
葦
原
の
瑞
穂
の
国
『
大
和
島
根
』
に
、『
大
和
言
葉
』
を
話
す
日
本
人
と
し
て
共
に
今
現
に

生
き
し
め
ら
れ
つ
ゝ
あ
る
と
い
ふ
、
こ
の
直
接
の
体
験
的
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
が
日
本
社
会
科
学
、
日
本
精
神
科
学
の
方
法
論
的
現

実
的
基
礎
で
あ
り
出
発
点
で
な
け
れ
ば
な

（
38
）

ら
ぬ
。」

蓑
田
は
、
日
本
の
伝
統
と
歴
史
に
裏
打
ち
さ
れ
た
学
問
研
究
こ
そ
が
、
現
代
に
あ
っ
て
必
要
で
あ
る
と
力
説
す
る
。

「
日
本
の
社
会
科
学
は
…
…
『
歴
史
科
学
』
で
あ
る
。
而
し
て
『
各
の
時
代
は
各
の
法
則
を
有
す
る
』
人
類
の
歴
史
の
、
そ
の
『
歴

史
性
』
と
は
時
代
の
差
異
を
も
越
ゆ
る
『
民
族
性
』
で
あ
り
『
国
民
性
』
で
あ
る
。
支
配
者
と
庶
民
と
に
よ
る
史
的
生
活
内
容
の
相

違
よ
り
も
、
そ
れ
ら
を
包
納
す
る
民
族
国
民
の
史
的
伝
統
の
相
違
こ
そ
根
源
的
に
決
定
的
で
あ
る
。
既
に
い
へ
る
如
く
、
歴
史
と
は

『
文
献
的
精
神
史
』
で
あ
り
、『
言
葉
の
世
界
』
と
し
て
の
『
精
神
の
国
』
で
あ
る
が
、
そ
の
『
言
葉
』
と
は
『
民
族
共
同
体
の
声
』

で
あ
り
、
そ
の
『
精
神
』
と
は
『
国
民
的
伝
統
精
神
』
で

（
39
）

あ
る
。」

「
い
ま
内
に
『
億
兆
一
心
』『
一
君
万
民
』
の
随
神
の
皇
道
を
具
現
し
、
外
に
『
恢
弘
天
業
』『
光
宅
天
下
』、
東
西
文
化
総
合
統
一

の
日
本
建
国
の
理
想

『
神
国
日
本
』
の
世
界
人
道
史
的
使
命
を
遂
行
す
べ
き
『
昭
和
維
新
』
断
行
の
前
駆
作
業
は
、
西
欧
『
民

主
』『
共
産
』主
義
思
想
に
対
す
る『
学
術
維
新
』と
し
て
の
、『
し
き
し
ま
の
み
ち
』学
術
維
新
、『
原
理
日
本
』の
破
邪
顕
正
で

（
40
）

あ
る
。」

蓑
田
の
議
論
は
、
し
ば
し
ば
帝
国
大
学
の
有
力
教
授
を
批
判
す
る
あ
ま
り
急
で
あ
り
、
支
離
滅
裂
な
論
理
展
開
と
な
っ
た
が
、
日
本
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主
義
、
国
粋
主
義
を
鼓
舞
す
る
点
は
一
貫
し
て
い
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

⑹

作
田
荘
一

経
済
学
の
立
場
か
ら
作
田
は
『
国
家
論
』（
弘
文
堂
書
房
、
一
九
四
〇
年
）
に
お
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

「
我
等
が
『
く
に
』
と
言
ふ
と
き
は
、
一
面
で
は
神
の
治
め
給
へ
る
形
而
上
世
界
が
君
の
治
め
給
へ
る
形
象
世
界
に
顕
現
せ
る
も

の
を
指
し
、
他
面
で
は
人
々
が
一
致
団
結
し
て
全
体
を
成
し
制
限
な
く
生
活
目
的
を
実
現
す
る
組
織
体
を
指
す
。
前
者
は『
み
く
に
』

と
呼
ば
れ
、『
我
が
国
』と
言
ふ
と
き
は
後
者
を
指
す
。
…
…
日
本
で
は
国
が
先
づ
確
立
し
て
そ
れ
か
ら
家
が
派
生
し
、
家
は
国
の
構

成
分
た
る
小
全
体
で
あ
る
所
か
ら
、
国
と
言
つ
て
も
国
家
と
言
つ
て
も
さ
ま
で
相
違
な
い
例
と
な
つ
た
。
…
…
国
も
国
家
も
共
に
、

大
君
を
中
心
と
仰
ぎ
我
等
御
民
が
億
兆
一
心
と
な
つ
て
生
き
働
く
所
の
全
一
体
の
組
織
体
を
指
す
の
で

（
41
）

あ
る
。」

作
田
は
あ
た
ら
し
き
唯
心
史
観
を
主
張
す
る
。「
我
が
国
の
歴
史
に
於
い
て
は
『
国
ヲ
肇
ム
ル
コ
ト
宏
遠
ニ
』
と
教
育
勅
語
に
示
さ
れ

あ
る
通
り
に
、
国
の
歴
史
が
形
而
上
学
的
精
神
力
に
由
つ
て
始
ま
つ
て

（
42
）

居
る
」、
と
。
作
田
は
国
家
意
志
こ
そ
が
、
歴
史
を
創
造
す
る
と

考
え
て
い
る
。

「
国
の
歴
史
に
於
い
て
、
全
体
意
志
た
る
国
家
意
志
が
歴
史
的
内
容
た
る
諸
事
件
を
引
率
し
て
全
面
的
に
史
実
を
形
成
し
て
行
く

と
き
、
社
会
情
勢
が
国
家
活
動
を
規
定
す
る
こ
と
は
あ
つ
て
も
、
歴
史
決
定
の
力
は
国
家
威
力
に
あ
る
。
意
志
力
が
歴
史
の
進
行
を

決
定
す
る
と
見
る
と
き
、
そ
こ
に
唯
心
史
観
が
成
立
す
る
。
歴
史
決
定
の
意
志
は
神
の
意
志
で
も
な
く
、
凡
人
意
志
で
も
な
く
、
勿

論
個
人
意
志
で
も
な
く
階
級
意
志
で
も
な
く
、
ま
た
現
実
に
存
在
し
な
い
世
界
統
一
意
志
で
も
な
く
、
唯
だ
国
家
意
志
の
み
が
そ
の

地
位
に
立
つ
意
志
で

（
43
）

あ
る
。」

70

一
五

大
東
亜
戦
争
と
知
識
人

㈥
（
大
塚
）



O O T U K A 更新 4回 2 0 0 7 年 9 月1 0日 1 6頁

駒澤法学第７巻１号

ヘ
ー
ゲ
ル
や
ラ
ン
ケ
な
ど
の
ド
イ
ツ
ロ
マ
ン
主
義
の
影
響
を
作
田
は
受
け
て
い
る
。
社
会
勢
力
に
基
礎
付
け
ら
れ
る
唯
物
史
観
を
作

田
は
批
判
す
る
。

「
国
家
意
志
が
歴
史
の
進
行
を
決
定
す
る
と
見
る
に
到
つ
て
、
始
め
て
唯
心
史
観
が
成
立
し
、
唯
心
史
観
が
妥
当
す
る
歴
史
生
活

に
於
い
て
始
め
て
自
由
の
王
国
が
出
現
す
る
。
…
…
と
も
か
く
国
家
威
力
の
下
に
自
由
性
を
獲
得
せ
る
世
間
生
活
が
出
現
す
る
。
国

家
威
力
の
下
に
あ
つ
て
も
社
会
勢
力
が
尚
ほ
強
い
間
は
、
自
由
あ
り
や
否
や
が
疑
は
れ
る
も
、
国
家
威
力
の
強
化
に
つ
れ
て
自
由
の

天
地
が
開
ら
け
て
行
く
。
…
…
世
人
生
活
は
全
体
生
活
を
本
位
と
な
し
、
全
体
者
の
自
由
が
世
人
の
求
め
る
自
由
で
あ
り
、
こ
の
自

由
は
全
体
者
の
意
志
が
盲
目
的
・
衝
動
的
な
る
社
会
勢
力
の
横
行
を
制
し
て
全
体
生
活
を
自
律
し
得
る
境
涯
を
指
す
の
で
あ
る
。
こ

れ
が
真
に
自
由
の
王
国
で

（
44
）

あ
る
」

作
田
は
、
全
体
主
義
国
家
に
お
け
る
自
由
を
重
視
す
る
。
そ
れ
は
、
就
中
、
無
政
府
主
義
や
社
会
主
義
な
ど
の
自
由
の
否
定
で
あ
っ

た
。政

治
学
は
あ
る
意
味
で
時
代
状
況
を
分
析
し
、
認
識
す
る
役
割
を
は
た
す
。
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
知
的
潮
流
か
ら
徐
々
に
右
傾
化

し
て
い
く
な
か
で
、
政
治
学
者
た
ち
に
あ
っ
て
日
本
主
義
へ
の
回
帰
、
左
翼
思
想
の
排
除
、
政
党
批
判
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
化
へ
の
論
調
が

ふ
き
だ
し
は
じ
め
て
き
た
の
が
わ
か
る
。

日
本
主
義
政
治
学
の
成
立
と
構
成
に
あ
た
っ
て
は
、
他
の
諸
科
学
の
研
究
成
果
を
取
り
入
れ
た
経
緯
が
指
摘
で
き
る
。
具
体
的
に
は
、

社
会
学
プ
ロ
パ
ー
に
よ
る
民
族
論
で
あ
り
、
哲
学
プ
ロ
パ
ー
に
よ
る
東
亜
共
同
体
論
で
あ
り
、
法
学
プ
ロ
パ
ー
ら
よ
る
日
本
法
学
論
で

あ
り
、
歴
史
学
プ
ロ
パ
ー
に
よ
る
皇
国
史
観
で
あ
っ
た
。
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１
）

佐
治
謙
譲
『
国
家
法
人
説
の
崩
壊
』
日
本
評
論
社

一
九
三
五
年

一
七
三
頁
。

２
）

同
上
一
七
九
頁
。

３
）

同
上
一
七
七
頁
。

４
）

同
上
一
八
〇－

一
八
一
頁
。

５
）

同
上
一
八
七
頁
。

６
）

同
上
一
九
二－

一
九
三
頁
。

７
）

佐
治
『
日
本
学
と
し
て
の
日
本
国
家
学
』
第
一
書
房

一
九
三
八
年

二
四
六
頁
。

８
）

佐
治
『
国
家
法
人
説
の
崩
壊
』
二
二
三－

二
二
四
頁
。

９
）

同
上
二
三
〇
頁
。

10
）

同
上
二
三
七
頁
。

11
）

佐
治
『
日
本
学
と
し
て
の
日
本
国
家
学
』
二
四
七
頁
。

12
）

同
上
三
三
五
頁
。

13
）

同
上
二
五
六
頁
。

14
）

同
上
三
三
六
頁
。

15
）

同
上
四
六
四
頁
。

16
）

同
上
五
〇
〇
頁
。

17
）

同
上
二
九
三－

二
九
四
頁
。

18
）

同
上
五
一
七－

五
一
八
頁
。

19
）

村
瀬
武
比
古
『
天
皇
政
治
論
』
明
治
大
学
学
会

一
九
三
二
年

七
頁
。

20
）

同
上
九
頁
。

21
）

同
上
一
一
頁
。
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22
）

同
上
一
五
頁
。

23
）

同
上
四
一
頁
。

24
）

同
上
五
〇
頁
。

25
）

同
上
六
二
頁
。

26
）

同
上
六
五
頁
。

27
）

同
上
七
〇
頁
。

28
）

同
上
七
一
頁
。

29
）

同
上
七
一
頁
。

30
）

同
上
七
一
頁
。

31
）

同
上
七
三
頁
。

32
）

同
上
七
三－

七
四
頁
。

33
）

同
上
七
六
頁
。

34
）

五
来
欣
造
『
現
代
政
治
学
』
明
文
堂

一
九
三
八
年

九
五－

九
六
頁
。

35
）

同
上
二
七
一
頁
。

36
）

蓑
田
胸
喜
『
学
術
維
新
原
理
日
本
（
上
巻
）』
原
理
日
本
社

一
九
三
三
年

八
頁
。

37
）

同
上
六
七
頁
。

38
）

同
上
七
七
頁
。

39
）

同
上
八
二
頁
。

40
）

同
上
八
八
頁
。
な
お
、
蓑
田
に
関
し
て
は
、
竹
内
洋
『
大
学
と
い
う
病
』
中
央
公
論
新
社

二
〇
〇
一
年

一
九
四－

二
〇
七
頁
、
竹

内
『
丸
山
真
男
の
時
代
』
中
央
公
論
新
社

二
〇
〇
五
年

四
二－

九
七
頁
参
照
。

41
）

作
田
荘
一
『
国
家
論
』
弘
文
堂
書
房

一
九
四
〇
年

三
一
一
頁
。

67

一
八

大
東
亜
戦
争
と
知
識
人

㈥
（
大
塚
）
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42
）

同
上
三
三
三
頁
。

43
）

同
上
三
六
〇
頁
。

44
）

同
上
三
六
一
頁
。

66

一
九

大
東
亜
戦
争
と
知
識
人

㈥
（
大
塚
）


